Ⅲ　食料・農業・農村政策の確立及びＷＴＯ農業交渉等に関する要請
　

発展途上国の経済発展や異常気象等に伴う世界的な食料の需給ひっ迫と価格高騰は、食料自給率４０％と先進国中最低水準である我が国にとって、国民生活に重大な支障を及ぼしかねない状況にある。

こうした世界の食料事情の変化に対応して、食料・農業政策を中長期的な視点に立って抜本的に見直し、農地・担い手の確保など食料自給力の増進と国内農業生産の増大を図ることが喫緊の課題となっている。

一方、ＷＴＯ交渉の年内の妥結をめざした閣僚会合は、農業分野の対立で決裂し、交渉の長期化が避けられない状況となっており、我が国の食料安全保障を確保するにはＥＰＡ／ＦＴＡ交渉を含めて、日本提案の基本理念である「多様な農業の共存」が可能となる貿易ルールの確立に向けて、各国の理解をこれまで以上に強く求めていくことが重要である。
よって、我が国の食料安全保障を確立し、国民生活の安全・安心を実現するため、政府・国会は、ＷＴＯ農業交渉等における「多様な農業の共存」が可能となる貿易ルールの確立に努めるとともに、認定農業者等担い手の確保・育成と、それを支える農村基盤の確立など、食料の安定供給、農業の振興、農村地域の活性化に向けた政策を拡充・強化するよう強く要請する。

記

１　食料自給率の向上について

（１）毎日の生活に欠くことのできない食料を保障することは国の最も重要な責務であり、食料安全保障の具体策を確立するとともに、長期的かつ国際的な食料・農業戦略の樹立に全力をあげて取り組むこと。

（２）食料自給率目標５０％以上への引き上げに伴い、着実に達成するための目に見える具体的な対策を講じること。
（３）食料問題に関する国民全体のコンセンサスを得るため、国民に対する食と農に関する意識啓発を強化すること。

２　ＷＴＯ農業交渉及びＥＰＡ／ＦＴＡ交渉について

（１）ＷＴＯ農業交渉に当たっては、「多様な農業の共存」が可能となる公正・公平な貿易ルールの確立に全力で取り組むこと。

（２）今後のＷＴＯ農業交渉は、７月の閣僚会合での協議の進展がベースとなるおそれがあることから、国内対策に万全を期すため、引き続き、我が国農業経営基盤の強化を図ること。

（３）ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉に当たっては、農業分野だけが犠牲を強いられることのないよう各分野間のバランスに配慮すること。
特に、日豪ＥＰＡ交渉に当たっては、我が国の重要品目について関税撤廃の除外扱いとすること。

３　担い手・経営安定対策について

（１）担い手が減少する中で、今後増加が見込まれる定年退職者を含む新規就農者が新たに農業に従事しやすい環境を整備し、その参入や定着を促進するため、研修、農地、住宅等を含む総合的な施策を拡充・強化すること。

（２）水田経営所得安定対策において、基準年以降に拡大された生産面積については、担い手経営革新促進事業の対象にならないものも見られることから、固定払の対象となるよう、制度の見直しを行うこと。
（３）野菜、果樹、畜産等の品目別経営安定対策を充実・強化すること。

４　水田農業の改革の推進について

（１）水田農業の安定を図り、米の生産調整の実効性を確保するため、生産調整実施者が十分なメリットを実感できるよう、産地づくり交付金等の予算の拡充を図ること。
（２）国産飼料用米の低コスト・超多収生産技術を確立するとともに、飼料用青刈り稲等を含め転作作物としての普及拡大を図ること。
（３）米粉を利用拡大するための総合的な支援対策を強化すること。

５　有害鳥獣被害防止対策の充実・強化について

（１）深刻化している有害鳥獣被害を防止する「鳥獣被害防止特措法」の啓発・普及に努めるとともに、被害が財政力の比較的弱い地域に多いことを踏まえ、事業の補助率をかさ上げすること。

（２）有害鳥獣被害防止施設（電気柵、防護柵、ワナ）に対する補助事業の実施に当たっては、冬季に取外しが必要な積雪地域や、地域ぐるみの取組みが困難な中山間地域などがあることから、地域の実態やニーズに応じた適切な運用を図ること。　

（３）有害鳥獣の被害が広範囲にわたるとともに、高山植物、森林、農作物など多方面に及んでいることから、個体数調整が確実に実施されるよう、被害関係者の連携など広域捕獲体制の拡充・強化を図ること。

（４）狩猟者の減少が著しいことから、引き続き、狩猟者の養成を推進するとともに、有害鳥獣の捕獲に携わる多様な人材の確保・育成を図ること。

６　中山間地域等振興対策について

（１）立地条件や担い手不足など中山間地域農業のおかれている厳しい状況や、多面的機能の維持等に果たしている役割を踏まえ、農村資源の活用や関連産業との連携による農業振興等、中山間地域対策を強化すること。

（２）中山間地域における営農の継続と耕作放棄地の発生防止等に顕著な効果が現れている「中山間地域農業直接支払事業」を、平成２２年度以降も継続実施するとともに、予算の拡充を図ること。

　　

７　食の安全・安心確保対策について

（１）平成２３年度までに主要な産地において導入することを目標とするＧＡＰ手法の一層積極的な推進を図ること。

（２）国産品志向の消費者が的確な食品等の情報を確保できるよう、原産地等の不正表示防止措置を徹底するとともに、農産物をはじめ加工食品・外食産業に原産地等の表示を拡大すること。
（３）ポジティブリスト制の導入に伴い、効果的な農薬ドリフト防止対策の確立など総合的な残留農薬対策を講じること。
（４）食の安全・安心確保の有効な手段とされるトレーサビリティー（生産履歴）制度の導入を推進するとともに、制度設計に当たっては、農業者に過剰なコスト負担が生じないようにすること。
（５）将来にわたって安定的な農業生産振興を確保するため、地球温暖化に対応した品種開発、環境に優しい農業技術、バイオマスの利活用技術等の開発等に向けた試験研究を充実・強化すること。
　　　また、農業のもつ機能を活かした資源循環型農業を一層推進すること。

８　食育・地産地消の推進について

（１）地域農業振興と食育につながる地産地消を推進するため、安全・安心な農産物の消費者への安定的な供給体制の確立に向けて、農業・食育に関わる関係者が一体的に推進していく体制づくりを支援すること。

（２）学校給食へ地元の農産物が積極的に取り入れられるよう、安定供給体制の整備や栄養士等関係者への啓発活動等を促進すること。

（３）これからの社会を担う子供たちについて、農業体験学習や「食」に関して信頼できる情報の提供等を早い時期から実施することにより、家庭や地域全体において農業や「食」に関する理解が深まるような食育の推進を図ること。
（４）家庭や流通段階において大量の食料が廃棄されていることから、望ましい食習慣のための啓発活動や食育の充実を図ること。

